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資料４



茅ヶ崎市市⺠活動推進条例
第８条市の施策
① 市⺠活動の場所の提供に関すること
② 財政的⽀援に関すること
③ 情報の収集及び提供に関すること
④ 市、市⺠活動を⾏うもの、市⺠及び事業者の交流及び

連携の推進に関すること。
⑤ 市⺠活動の啓発及び学習機会の提供に関すること
⑥ ⼈材の発掘及びその育成に関すること。
⑦ その他市⺠活動の推進に関し必要な事項



市⺠活動の推進に関する取組について

１ 市⺠活動推進基⾦（愛称︓げんき基⾦）
２ 市⺠活動推進補助事業
３ 市⺠活動サポートセンター
４ 市⺠活動等災害補償制度
５ 多様な主体との連携



１ 市⺠活動推進基⾦（②④）
（愛称︓げんき基⾦）

▶基⾦の状況◀

・当初積⽴額︓１，５００万円
（平成１６年（2004）時点）

・基⾦残⾼︓約６８０万円
（令和６年度（2024）末）

市⺠活動団体等が実施する、広く市⺠を対象とした公益性の⾼い
事業に対する財政⽀援の財源として基⾦を設置し、寄附を募って
います。



１ 市⺠活動推進基⾦（②④）
（愛称︓げんき基⾦）
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２ 市⺠活動推進補助事業（②）

市⺠活動団体が⾏う事業に要する経費に対し、
補助をし、市⺠活動の活性化を図る。

市⺠活動推進基⾦を原資とする補助制度

スタート⽀援 ステップアップ⽀援
対象団体 本制度による補助を受けたことがない団体 スタート⽀援を受けたことがある団体ま

たは設⽴後２年以上の団体

対象事業 茅ヶ崎市⺠が受益者となりうる公益的な事業

補助率及び限度額 ９０％または１０万円のいづれか低い額 ６０〜８０％または５０万円のいづれか
低い額（回数により補助率変動）

補助回数 同⼀団体１回限り 同⼀団体３回まで



２ 市⺠活動推進補助事業
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１ 市⺠活動推進基⾦（②④）
２ 市⺠活動推進補助事業（②）

基⾦残⾼減

補助事業

最悪は補助事業廃⽌

・げんき基⾦の充実
寄附を促す取り組みの推進など

・補助事業の⾒直し
補助対象、補助率、上限額など

喫緊の検討事項



げんき基⾦の充実に向けて
１．寄附型⾃動販売機の推進
地域集会施設８館に寄附型⾃動販売機を設置
し、売上の３％をげんき基⾦に設置者から寄附
していただく取り組み
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げんき基⾦の充実に向けて
２．チラシリニューアル



げんき基⾦の充実に向けて
３．新たな財源の確保

・ふるさと納税の推進
・本市では、寄附⾦の使途として１６分野から選択可能。
・市⺠活動推進基⾦の令和６年度実績は、５３２，０００円
・ふるさと納税の約1.25％程度・・・

・企業からの寄附は︖
寄附型⾃動販売機による寄附がほとんどで、企業からの寄附も推進したい・・・



出典︓内閣府ホームページより



げんき基⾦の充実に向けて
３．新たな財源の確保
（企業版ふるさと納税制度の活⽤）
本市では、地域再⽣計画
として「第３期茅ヶ崎市
まち・ひと・しごと創⽣
推進計画」を策定し、認
定を受けているため、制
度の活⽤が可能︕

ア 結婚・出産・⼦育ての希望をかなえ、
茅ヶ崎への⼈の流れをつくる事業

イ 地域で働き、地域が稼げる環境をつく
る事業

ウ 魅⼒的で、安⼼して暮らすことができ
る地域をつくる事業

対象事業



企業版ふるさと納税制度の活⽤事例

北広島市ホームページより



企業版ふるさと納税制度の活⽤事例京丹後市ホームページより



３ 市⺠活動サポートセンター
（①③④⑤⑥）

市⺠活動団体やボランティアなど、営利を⽬的とせず公益的
な活動を⾏っている⼈たちやこれから活動しようと考えてい
る⼈たちを⽀援する公共施設です。

さぽちゃん



３ 市⺠活動サポートセンター
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４ 市⺠活動等災害補償制度
市⺠活動やボランティアなどの活動中の賠償責任事故・

傷害事故に関する、補填制度

▶報告の状況

・令和５年度
賠償事故︓０件
傷害事故︓２４件

・令和６年度
賠償事故︓０件
傷害事故︓１５件



５ 多様な主体との連携
本市も本格的な⼈⼝減少のフェーズに⼊る中、多様な主体と

連携をし、社会課題の解決に向けて推進する必要があります。

業務連携する・協⼒⺠間⾮営利組織等の数
年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

協働推進事業数 2 4 9 5 6 7 12 7※ ― ― ― ― ―
委託（協働委託 47 75 68 69 70 63 50 52 53 22 20 23 28 39
指定管理者 11 9 14 14 24 23 23 22 22 22 22 22 24 25
事業協⼒ 79 70 88 117 123 133 159 155 174 71 110 146 205 190
実⾏委員会 3 16 18 21 22 24 24 23 16 2 3 3 7 8
共催 22 45 65 71 65 61 67 62 71 31 33 43 51 54
補助 14 12 28 25 24 17 16 17 5 5 5 5 6
後援 45 123 160 117 186 196 242 251 68 151 199 213 236

合計 278 397 485 452 521 548 579 604 221 344 441 533 558


